
京都市告示第   号 

 地方自治法第２６０条の２第１１項の規定に基づき，平成１９年５月２

日付けで認可した四ッ谷茅町町内会，平成１９年６月１４日付けで認可し

た灰方町自治会，平成５年１１月１８日付けで認可した鳥居本町自治会，

平成２９年６月７日付けで認可した二条油小路町内会について変更の届出

があったため，同条第１０項の規定により次のとおり告示します。 

  令和３年４月２６日 

 

京都市長 門川 大作   

 

 変更があった事項及びその内容 

１ 四ッ谷茅町町内会 

 変更前 変更後 

代表者の氏名 長澤 昭男 前波 健史 

代表者の住所及

び所在地 

京都市伏見区向島中島町

２０ 

京都市伏見区向島中島町

１２６ 

２ 灰方町自治会 

 

 変更前 変更後 

代表者の氏名 西井 義秋 柴田 照生 

代表者の住所 
京都市西京区大原野灰方

町７４３番地 

京都市西京区大原野灰方

町７３１番地 

９５



３ 鳥居本町自治会 

 

４ 二条油小路町内会 

（文化市民局地域自治推進室） 

 変更前 変更後 

代表者の氏名 村上 泰章 大谷 光道 

代表者の住所 
京都市右京区嵯峨鳥居本

中筋町１６－２ 

京都市右京区嵯峨鳥居本

北代町２１ 

 変更前 変更後 

代表者の氏名 前田 雅行 髙坂 拓海 

代表者の住所 

京都市中京区油小路通二

条下ル二条油小路町２７

６ 

京都市中京区押小路通油

小路東入ル二条油小路町

２７０－５ 


